参考様式2
協　　　定　　　書
甲州市長　　　　　　（以下「甲」という。）と、　　　　　　（以下「乙」という。）は、乙が甲州市で行う開発行為の施工に関して、次のとおり協定する。
（信義、誠実の義務）
第１条　甲及び乙は、信義、誠実をもってこの協定書に規定する事項を履行しなければならない。
（事業計画）
第２条　乙は、開発行為について、あらかじめ甲及び甲州市開発行為等指導要綱に規定する利害関係者に対し、事業計画の内容及び工事施工の方法を明示しなければならない。
（防災計画）
第３条　乙は、開発行為の施工に関する防災対策について万全を期さなければならない。
２　前項の防災対策は、他の施設及び工事に先行して施工しなければならない。
３　防災設備の維持管理については、甲の指示に従って乙の責任において行うものとする。
（道路計画）
第４条　乙は、開発行為によって設置される道路については、甲の指導のもとに計画し、乙の負担において工事施工し、市に帰属するものとする。
（給水計画）
第５条　乙は、給水計画について水道事業者と協議し、具体的な指導、指示を受けなければならない。
（排水計画）
第６条　乙は、開発行為の施工に関し、開発に関わる汚水及び雨水の流末処理については甲の規程及び利害関係者と協議し、承諾を得るものとする。
２　乙は、公共下水道の整備について甲と協議し、具体的な指導、指示を受けなければならない。
（公害防止）
第７条　乙は、開発行為により発生する騒音、振動、粉塵、煙、ガス臭気、排水、雑草の繁茂、その他の公害などについて、関係地域住民に影響を及ぼさないよう万全の措置を講じなければならない。
２　乙は、開発行為により公害が発生した場合は直ちに開発行為を中断し、甲及び関係地域住民と防害および対策について速やかに協議し、適切な措置を講じなければならない。
（工事施工に伴う補償）
第８条　乙は、開発行為によって生じた損害を、補償しなければならない。
（工事施工に伴う交通安全）
第９条　乙は、開発行為の施工に伴う工事専用車両の運行については、あらかじめ甲及び所轄警察署と協議し、交通安全に十分留意しなければならない。また、関係地域住民にも運行に関しての周知を行わなければならない。
（権利義務の継承）
第１０条　乙は、開発行為を第三者に譲渡若しくは移転するときは、本協定の定めた事項の全てを譲受人に継承させるものとし、乙が負担すべき義務は譲受人がその責任を負うものとする。
（調査立入り等）
第１１条　甲は、必要あると認めたときは、当該開発区域等へ立ち入り、必要な調査及び検査等を行うことができるものとし、乙はこれに全面的に協力しなければならない。
（公共施設の用に供する土地の帰属）
第１２条　乙は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４０条に規定する公共施設の用に供する土地の帰属については、工事完了検査後速やかに、土地寄付証書、登記承諾書、印鑑証明、分筆後の地籍測量図、登記事項証明書等登記に必要な書類を提出しなければならない。なお、地目変更については、乙の責任において行うものとする。
（瑕疵担保）
第１３条　前条により、帰属された公共施設の用に供する土地について、所有権移転登記終了後２年以内に発見された瑕疵及び損害については、甲乙協議のうえ乙において補償賠償するものとする。
２　前項の規定に関わらず、その瑕疵等が開発行為者の故意又は重大な過失により生じたときは、その期間を１０年とする。
（定めのない事項の処理）
第１４条　この協定に定めのない事項については、法令に定めるところによるもののほか、甲及び乙が協議のうえ処理するものとする。
　上記の協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙各１通を所持する。
　　　　　　年　　　月　　　日
（1） 住　所
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